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本稿の目的は，グローバルな会計基準設定と各国・地域へのIFRS

導入の現状と動向を国際政治学で用いられる分析アプローチを用い

て検討することを通じて，グローバルな会計基準の形成と執行の包

括的なメカニズムをIASBとそれに関与する外部のアクターとの相

互関係において捉えることである。そのためにまず，国際金融規制・

監督のネットワークのなかでのIASBの位置づけを確認したのちに，

グローバルな会計基準設定に関与するグローバル・アクターに焦点

をあて，アクター間のネットワーク構造および会計の国際制度の枠

組みを明らかにした。さらに，グローバル・スタンダードの承認・

執行メカニズムを，グローバル・アクターと地域／国レベルにある

アクターとの相互関係において検討した。それらの検討の結果，

IASBの会計基準設定およびIFRSの地域・国への導入の現状を，

IASCの時代には見られなかった新たなアクターの増加，グローバ

ル／地域／国レベルを交差するIASBのネットワークの広がり，ア

クター間の関係性の変化と連続の問題として説明することができた。

さらに，国際会計研究の在り方を考えるうえで，グローバル／地域

／国といったレベルの視点と分析対象を双方向から分析する俯瞰的

な視点をもつ研究，会計の普遍性と特殊性を分析するという研究，

IFRS導入によってもたらされる変化と連続性の研究などが必要と

されていることを指摘した。

要 旨



Ⅰ.はじめに

2001年の国際会計基準委員会（IASC）か

ら国際会計基準審議会（IASB）への組織改

編を経て，グローバルな会計基準設定の在り

方は大きく変容した。具体的に，グローバリ

ゼーションの進展に伴って生じたグローバル

な問題の解決のために，様々な領域において

国際制度あるいは国際レジームが構築され，

グローバルな規模でガバナンスされるように

なってきた1。そのようななかで，会計のグ

ローバル・スタンダードの形成と執行におい

ては，IASBと国際会計基準（IFRS）2を通

じた国際制度の構築と運営が行われ，IASC

の時代とは異なるアクターが登場し多様化し

たのとともに，IASBに関与するアクターが

増加している。

本稿の目的は，IASB時代のグローバルな

会計基準設定と各国・地域へのIFRS導入の

現状と動向を新たな視角により検討すること

を通じて，グローバルな会計基準の形成と執

行の包括的なメカニズムをIASBとそれに関

与する外部のアクターとの相互関係において

説明することである。本稿では，国際政治学

の領域で展開されてきたグローバル・ガバナ

ンス論の分析アプローチおよびそれを用いた

先行研究を用いて新たな視角を確保する。さ

らに，「国家による公的規制と民間による自

由規制」，「グローバル，地域，国レベル」と

いった分析軸 3に「規制主体と被規制主体」

という軸を加え，アクターとアクター間のネッ

トワークに焦点を当てて会計の国際制度の現

代的な枠組みを明らかにする。

その目的のためにまず，Ⅱにおいて国際金

融規制・監督のネットワークのなかにIASB

がどのように位置づけられているかを確認し

たあと，Ⅲにおいてグローバルな会計基準の

形成を取り上げ，会計領域における基準設定

がグローバル・レベルでどのような相互関係

のなかで行われているかという国際規範形成

のメカニズムを検討する。具体的には，グロー

バルな会計基準設定に関与するグローバル・

アクターに焦点をあて，アクター間のネット

ワーク構造および会計の国際制度の枠組みを

明らかにする。続いて，Ⅳでは，グローバル・

レベルで形成された基準が，地域／国レベル

にどのような形で導入・施行されているかと

いう国際基準の承認・執行メカニズムを，グ

ローバル・アクターと地域／国レベルにある

アクターとの相互関係において明らかにする。

これらの検討を通じて，おわりにでは，本稿

における課題として求められた国際会計研究

の在り方として，3つの分析対象を指摘する。

Ⅱ.国際金融規制・監督のネッ
トワークにおけるIASB

1960年代以降公表されてきた国際会計領

域の先行研究においては，国際会計基準委員

会（IASC），国際会計士連盟（IFAC），国際

連合（UN），経済協力開発機構（OECD），

欧州連合（EU），証券監督者国際機構（IOSCO）

といった会計基準や監査基準の国際的調和化

に関与するアクターが取り上げられ，その利

害関心や活動に焦点を当てた分析が行われて

きた4。

1997年のアジア金融危機から，2001年の

IASBへの組織改編を挟み，2007年の世界

金融危機を経て，IASBによる会計基準設定

は大きく変容し，IASBはグローバルな金融

規制・監督のネットワークのなかに位置づけ

られるようになった。図表1には，「グロー

バル委員会構造」と比喩された，規制主体の
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観点から示されたグローバル金融規制・監督

のネットワーク構造が示されている。IASB

は，このようなネットワークのなかで会計の

国際制度を形成し，他のアクターと相互に結

びつく「パワー・センター」あるいは「結節

点」として機能している5。

G20および金融安定化フォーラム（FSB）

からIASBへの垂直的な関与は，2008年の

世界金融危機後，明らかに増大している。

G20およびFSBは，金融危機を契機に生じ

た金融商品会計基準の問題に対して具体的な

アジェンダを設定し，IASBに対して問題解

決を求めた。具体的に，IASBの側は，2009

年4月に公表されたG20の「金融システム

の強化に関する宣言」に含められた勧告に応

えるため金融危機諮問グループ（FCAG）を

設立し，G20サミットに際しての見解表明

や金融商品会計基準の改訂作業などの様々な

対応を行ってきた。また，2009年に設立さ

れたFSBにおいては，IASBが唯一の民間

セクターのメンバーとして参加し，会計領域

における国際制度の形成主体としての立場か

ら金融市場の秩序維持という役割の一端を引

き受けている6。

一方，会計周辺の異なる問題領域において

は，様々なアクターが垂直的あるいは水平的

に結びついてネットワークを形成している。

政府間国際組織であるIMFや世界銀行は，

2つの金融危機への対策を目的として，韓国

などの新興国への貸出に際してIFRSおよび

国際監査基準（ISA）の導入を求め，国際的

規範の設定やその遵守状況についての作業に

広範にコミットしている 7。また，国連貿易

開発会議（UNCTAD）は，2005年から「会

計・報告の国際基準に関する政府間作業部会

（ISAR）」を通じて，各国のIFRS導入経験

の収集と検討を行っている。さらに，バーゼ

ル銀行監督委員会（BCBS）は銀行，証券監

督者国際機構（IOSCO）は証券，保険監督

者国際機構（IAIS）は保険などといった会

グローバルな会計基準設定とIFRS導入
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図表1 グローバル委員会構造－規制主体の観点から

出所：DavisandGreen（2008）を一部改編。



計周辺の異なる問題領域において異なる規範

が形成されており，これらの規範は，FSB

によって「健全な金融システムのための12

の重要な基準」として包括され，国際的に複

合的に制度化されている8。

Ⅲ.グローバルな会計基準設定

では，IASBは，外部のどのアクターとの

相互関係のなかで国際基準を決定しているの

だろうか 9。グローバルな会計基準が，2002

年以降のIASB FASBコンバージェンス・

プロジェクトを通じて，IASBというグロー

バル・アクターと国レベルのアクターである

米国の財務会計基準審議会（FASB）の協同

により設定されてきたという会計領域に特殊

な状況があることを踏まえたうえで10，グロー

バル・アクター間の相互関係を検討したい。

図表2は，IASBを中心としたIFRS形成

の組織構造を示している。

IASBと外部のアクターとの相互関係をつ

なぐために公式化された利害調整の場の分析

としては，この組織構造のなかでIFRS諮

問会議のメンバーを検討することが有益であ

ろう。IFRS諮問会議の目的は，IASBの作

業について，議題を決定し，その優先順位に

ついてIASBに助言を与え，主要な基準設定

プロジェクトについてメンバーの意見を

IASBに伝えるほか，IASBや評議員会にそ

の他の助言を行うことである。また，IFRS

諮問会議のメンバーは，IASBの作業に関心

をもつ様々な利害関係団体－例えば監査人，

作成者，利用者，財務アナリスト，学識者，

規制機関，職業会計人団体，投資家など－の

組織の代表者から構成されている 11。IFRS

諮問会議は，IFRS形成の組織構造のなかに

正式に組み込まれている唯一の諮問機関であ

り，IASBのその他の諮問機関 12のなかで最
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図表2 IFRS財団の組織

注：括弧内の数字は，2011年12月現在決定している人数を表す。

出所：IFRS（2011）に人数を筆者が追加した。



もグローバル・アクターが関与する割合が高

い。

図表3は，IFRS諮問会議においてIASB

に公式に関与するグローバル・アクターを規

制主体と被規制主体に区分し，メンバーの属

性を示したものである。

前章で検討した金融規制・監督のネットワー

クのなかに位置づけられるIMF，世界銀行，

BCBS，IOSCOといった国際機関は，IFRS

諮問会議への参加を通じてIASBの基準設定

作業に関与しており，民間セクターによる基

準設定を基礎とした公的セクターによる関与

の構造が見て取れる13。さらに，作成者や利

用者の側に 14，IASCの時代には見られなかっ

た国際金融協会（IIF），国際アクチュアリー

会（IAA），公認証券アナリスト（CFA）協

会，企業財務報告利用者フォーラム（CRUF），

国際コーポレート・ガバナンス・ネットワー

ク（ICGN）といった新たなアクターが登場

しており，ネットワークの広がりが見られる。

とりわけ，金融危機後，BCBS，IIF，IAA

といった銀行・証券界からより多くのメンバー

が排出されるようになり，IASBに対するこれ

らのアクターのコミットメントが高まっている

ことは注目に値する。また，学識者に関連す

る組織として，国際会計教育学会（IAAER）

がIASBに関与している15。

ここにおいて，外部のアクターには，公式―

非公式の場を用いてIASBとどのような形で

関係性を形成，強化・緩和し，自分の利害を

どのように反映させるかといった政治的な問

題に直面している。一方で，IASBの側には，

どのように正統性を確保するか16，そのため

に外部のアクターとどのように関係性を構築

するかといった政治的な問題が生じている。

このようなIASBと外部のアクターとの関

係性においてとりわけ重要であるのは，まず

IASCの時代から緊密な関係にあったIASB

とIOSCOとの相互関係 17の連続性と変化で

あろう。グローバル・レベルにおいてIOSCO

は，会計基準の形成をIASBに委ね，IOSCO

自身は会計基準の執行の役割を引き受けるの

とともに，評議会やIFRS諮問会議などにメ

ンバーを送り込み，公的セクターによる関与

の度合いを強めている18。また，設立時より

IASBと問題領域の交差するIFACとの相互

関係 19にも変容が見られる。2008年の世界

金融危機，2010年の欧州ソブリン危機に直

面し，IASBとIFACは2011年11月22日，

IASBと国際公会計基準審議会（IPSASB）

の関係強化とIASBと国際監査・保証基準審

議会（IAASB）との関係継続に関する覚書

グローバルな会計基準設定とIFRS導入
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図表3 IASBに公式に関与するグローバル・アクター

注：2011年12月末のIFRS諮問会議メンバーのうちグローバル・アクターを抜粋し分類。

出所：IFRS（2011）に基づき筆者作成。



（MoU）を締結した。このMoUによって，

会計，監査に続き，公会計の領域についても，

アクター間のネットワークの関係性の強化が

図られるとともに，新たに出現したアクター

が重複する領域で異なる規範を作成する動き

をしていることは注目に値しよう。図表 4

には，IFACのもとにあるさまざまな審議会

によって作成されている基準を示している20。

この IFACの例には，新たなアクターの増

加とネットワークの拡大の一端を見てとるこ

とができ，同様の現象が会計領域だけでなく

他の領域においても生じる可能性があると考

えられる。

以上のように，グローバルな会計基準設定

はますます政治的様相を帯びている。会計学

の領域において国際政治学的視点を取り入れ

たIASBおよびIFRSの研究が増加している

だけでなく 21，国際政治学の領域においても，

グローバル・ガバナンスの事例としてしばし

ばIASBやIFRSが取り上げられてもいる22。

このようなグローバル・スタンダードの形成

の問題に対して，会計学からの貢献ができる

ものと期待される。

Ⅳ.各国・地域におけるIFRS
導入

IFRS導入に関わる先行研究では，IASB

の世界的普及が進展する一方で，各国・地域

のIFRS導入の形態や導入後の会計基準には

多様性があることが明らかにされている23。

具体的には，導入されるIFRSがIASBに

よって公表されたIFRSと一言一句違わない

完全な基準が導入される場合もあれば，IASB

のIFRSを一部修正して（ほぼ同じ文言の類

似の基準を）国内基準として再発行する場合

もある。一度に包括承認する場合もあれば，

基準ごとに個別承認する場合もある。いくつ

かのIFRSが国内基準とされないことがある。

対象企業をどのように定めるか，対象財務諸

表をどのようにするか，どの程度の強制力を

もって規制するか，いつの時点のIFRSが導

入されるかによっても，各国間に相違が生じ

る。それが最も顕著に表れているのは，2005

年域内上場会社の連結財務諸表に対して

IFRSが適用されたEU諸国において，非上

場会社（とりわけ中小企業）や個別財務諸表

へのIFRS適用が多様であるという例であろ

う。

では，なぜこのような多様性は生じるのだ

ろうか。ここではまず，本稿の目的に照らし

て，グローバル・アクターであるIASBと地

域／国レベルのアクターとの相互関係に焦点

を当て，グローバル・スタンダードである

IFRSの地域・国レベルでの受容を検討する。

多くの先行研究において取り扱われている

ように，会計基準設定主体は様々な形で国か

ら会計基準設定の権限移譲をされており，会

計基準はいまや数多くの国において民間セク

ターによって形成されている24。そのような

国レベルのアクターは，主として各国会計基
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図表4 会計・監査関連の国際基準



準設定者（NSS）会議やアジア・オセアニ

ア会計基準設定主体グループ（AOSSG）な

どを通じて，IASBをめぐって国境を越えた

ネットワークを形成している。また，会計基

準の執行権限を有する各国の証券監督当局も，

IOSCOのメンバー間でグローバルなネット

ワークを形成している一方で，地域／国レベ

ルでは会計基準設定主体と会計基準形成の委

託・受託関係を構築している。図表5は，

そのような会計基準の形成と執行のネットワー

クの一部として，グローバル／地域／国といっ

たレベルに登場するアクターを具体的に示し

たものである。

ここでアクターに焦点を当てて会計の多様

性を説明するためには，グローバル／地域／

国という 3層構造のなかで基準の形成と執

行が行われている EUの事例を引くことが

最適であろう。図表5にも示されていると

おり，EUは，一部カーブ・アウト（分離除

外）された項目はあるものの，IASBの作成

した大部分のIFRSを域内の会計基準として

採用してIASBに「規制のアウトソース」を

行っている25。そのため，上場会社の連結財

務諸表に関する実質的な会計基準設定主体は

グローバル・アクターであるIASBとなって

いる。ただし，グローバル・レベルから地域

レベルへのIFRSの導入に際して，EUは，

会計規制委員会（ARC），欧州財務報告アド

バイザリー・グループ（EFRAG），基準諮問

審査グループ（SARG），欧州委員会（EC）

グローバルな会計基準設定とIFRS導入
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図表5 会計基準の形成と執行

注：ただし，EUの会計基準形成は，承認メカニズムを通じてIASBに委託されている。

出所：遠藤（2008）を参照して作成。

図表6 IFRSのEUへの承認プロセス

出所：EU（2011）.



などの審議を経る承認メカニズムを構築して

いるため（図表6を参照），IASBの作成し

たIFRSはEUレベルで「規則（regulation）」

という法令を通じて議会を経てEU法（EU

版IFRS）とされる。

このようにグローバル・レベルでIASBに

より会計基準の形成が行われ，地域レベルで

EUによりその承認が行われる一方で，会計

基準の執行に関しては，IOSCOや欧州証券

市場機構（ESMA）26などのグローバル／地

域レベルのアクターは国レベルでのIFRSの

執行権限を有していない。実際には，英国，

ドイツ，フランスなどの EU加盟各国の執

行者である証券監督当局が，国レベルでそれ

ぞれ財務諸表の監視およびレビューを行うと

ともに，それらがIFRSや関連国内法を含

むその他の規定に準拠しているかどうかを検

討しているのである。例えば，国レベルでの

執行制度の一例としてドイツを見てみよう。

ドイツの上場会社は EUによって直接規制

され，EUで承認されたEU版IFRSへの準

拠が求められるが，国レベルにおいては，英

国を模範とした 2段階の執行メカニズムが

構築されている。具体的には，第1段階に

おいて私的セクターであるドイツ会計審査委

員会（DPR）による審査が行われたのち，

第 2段階では公的セクターである連邦金融

監督庁（BaFin）による審査が行われるので

ある27。

以上の欧州・ドイツの例のように，地域／

国レベルにおいても，多くの新たなアクター

が登場し，IFRSの承認と執行に関与してい

る。また，グローバル・レベルで作成された

基準が地域・国レベルに導入される際の承認

システムや執行システムを通じて，各国の多

様性が保持されている。これらのことからも，

国際会計研究において古くから行われてきた

ような変化と連続性，普遍性と特殊性の分析

は，変わらず必要とされていることが分かる

だろう。

Ⅴ.おわりに

本稿の検討を通じて導出される国際会計研

究の在り方に関して，次の3点を挙げるこ

とができる。 まず，第1点目として，国際

会計がいっそう政治的様相を帯びてきたこと

から，グローバル／地域／国といったレベル

の視点と分析対象を双方向から分析する研究

が求められていると考えられる。とりわけ，

本稿で取り扱ったような，会計基準設定に関

わる様々なアクターの動向を捉えるとともに，

それらが活動する環境の変化をグローバル／

地域／国といった様々なレベルでとらえると

いう俯瞰的な視点が必要であると考えられる。

2点目として，各レベルで構築・運営されて
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出所：Zimmermanetal.（2008）,p.139を一部修正。



いる制度と環境が動的であるとの認識のもと

で，会計の普遍性と特殊性を分析するという

研究も考えられる。上場会社の会計に見るこ

とができるIFRS導入の普遍性や執行の多様

性，さらには各国が会計のもつ非上場会社

（とりわけ中小企業）の会計や個別財務諸表

の会計，またそれらの問題と密接に結びつい

ている概念フレームワーク，公正価値会計な

どの問題に顕著に現れる各国・地域の特殊性

の分析は，IFRS導入後も国際会計研究の中

心的主題であると思われる。また，IFRS導

入によってもたらされる変化と連続性の分析

も必要であるだろう。

【注】
1 ここにおいて，国際制度とは，国際組織と国際

的規範を柱として構築される体系のことをいう

（NyeandDonahue2000）。詳しくは，高柳

（1999），227251頁。渡辺・土山（2001）168

191頁などを参照。
2 本稿では，近年の日本における一般的な用法を

踏襲し，IFRSを国際会計基準と意訳して用い

る。ここにおいて，IFRSとは，IASCの公表し

た国際会計基準（IAS）およびIASBの公表す

るIFRSならびにそれらの解釈指針の総称を意

味する。
3 このような分析軸は，大石（2011a）と同様の

ものである。このほかに，一国内の一部分を指

すローカル・レベルも想定されるが，本稿での

議論とは直接関係がないため，分析対象として

いない。
4 例えば，Muelleretal.（1995），Radebauchet

al.（2006）などを参照。とりわけ，Radebauch

etal.（2006）では，国内のアクターと国際的な

アクターとを識別し，この2つのレベルの間，

そして各レベルのグループ内とグループ外には

相互作用があることを指摘しているが，アクター

間の相互関係やネットワークについて包括的に

は言及していない。
5 Steger（2003）および大石（2011a）などを参

照。
6 FSBには，IASBのほか，国際決済銀行（BIS），

欧州中央銀行（ECB），欧州委員会（EC），国

際通貨基金（IMF），経済開発協力機構（OECD），

世界銀行，バーゼル銀行監督委員会（BCBS），

グローバル金融システム委員会（CGFS），支払・

決済システム委員会（CPSS）保険監督者国際

機構（IAIS），証券監督者国際機構（IOSCO）

がメンバーとして参加している。
7 例えば，徳賀（2001）などを参照。
8 レジーム（本稿にいう制度―筆者注）複合体と

レジーム間の相互作用については，山本（2008）

第5章を参照。また，会計周辺領域の国際規範

については，拙稿（2009）などを参照。
9 「超国家的規制を行うアクターは誰か」という

問いは，DjelicandSahlin（2009）によって立

てられている。そこでは，多様なグローバル・

アクターを①国家や行政機関，②IMF，世界銀

行，GATTなど政府間国際組織やWTO，OECD

など政府間国際機構，③大学，企業，メディア，

職業人などの改革された古いアクター，④国内

的・国際的な非政府組織などの新たなアクター

という4つのカテゴリーに分類している。ここ

では，それを踏まえたうえで，会計の超国家的

規制の中心的アクターである「IASBに関与す

るアクターは誰か」を取り扱っている。
10 さらに，IASBとFASBの共同体制のもとで国

際基準は欧米主導で設定されており，そこで作

成される基準は英米型である（拙稿 2009）。
11 IFRS諮問会議の43名のメンバーのうち，グロー

バル・アクターからの代表は17名（約40％）

である。ただし，IFRS諮問会議のメンバーは，

正確には，組織の代理人であるのと同時に個人

として参加することとなっている（IFRS2011）。
12 IASBの諮問機関は，IFRS諮問会議のほかに，

資本市場諮問委員会（CMAC），新興国グルー

プ（EEG），金融危機諮問グループ（FCAG；

作業終了），グローバル作成者グループ（GPF），

SME適用グループ，各種ワーキング・グルー

プがある（IFRS2011）。
13 同様の傾向は，2009年に創設されたモニタリ

ング・ボードを典型例として，評議員会にも見

られる。
14 図表2においては，便宜上作成者と利用者を区

分しているが，これが明確に分けられない場合

も多い。また，IFRS関連組織に近年複数の属

性をもつメンバーの増加が見られ，属性による

区分がいっそう困難となっている。これは，メ

ンバー選定における政治的対立と妥協の産物で

あると考えられる。
15 IAAERが，IFRS教育イニシアチブに深く関与

していることが注目される。
16 IASBの正統性の問題を取り扱ったものとして，

山田（2009），真田（2010）（2011）などがあ

る。本稿で用いた規制主体と被規制主体といっ

グローバルな会計基準設定とIFRS導入
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た観点からは，正統性の問題は，単純化すれば，

IASBと他の規制主体間の関係により得られる

正統性の問題とIASBと非規制主体との相互関

係により得られる正統性の問題がある。
17 IASC=IOSCO体制については徳賀（2000），

IASB=G20体制については拙稿（2010）を参照。
18 徳賀（2000），拙稿（2010）を参照。
19 HumphreyandLoft（2009）は，監査領域にお

けるグローバル・ガバナンスの問題をIFACの

側から分析している。
20 とりわけ，IFRSとISAの相互関係については，

拙稿（2009）を参照。
21 例えば，Zeff（2002），Zimmermannetal.

（2008），山田（2010），大石（2011）などを参

照。
22 例えば，Sassen（1996），B・the&Mattli（2011），

遠藤編（2008）などを参照。
23 詳しくは，拙稿（2010）を参照。この多様性の

問題については，例えば，辻山（2009），岩崎

（2010）などを参照。
24 会計における民間セクターによる会計基準設定

を取り扱った MattliandB・the（2006），

Chapmanetal.（2009），津守（2002）を参照。

また，「規制のアウトソース」について取り扱っ

た大石（2011b），日米欧の会計基準設定主体へ

の権限委譲について取り扱った真田（2011）を

参照。さらに，会計学以外の領域においてこの

問題を取り扱ったSassen（1996），山本（2008）

なども参照。
25 大石（2011a）を参照。
26 2011年1月CESRに代わり欧州証券市場機構

（ESMA）が設立され，グローバルな動向と同

様，欧州においても証券，銀行，保険の証券監

督者の地域機構，つまり欧州銀行監督庁（EBA）・

欧州証券市場監督庁（ESMA）・欧州保険企業

年金監督庁（EIOPA）が3つの柱となった制度

である欧州金融監督制度（ESFS）の構築がな

された。
27 2010年には118件が調査された。これは，上

場企業が8年から10年に1回検査されるペー

スである。このうち25件（26％）が誤りのあ

る可能性のあるケースであり，22件が第2段階

のBaFinの検査を受けた。誤りの原因として，

IFRSの範囲と複雑性，金融危機の影響の2つ

が挙げられており，具体的には，M&Aの会計

処理16件，減損テスト7件，無形資産の取得

原価の配分5件，金融商品の会計処理5件，リー

ス 4件，繰延税金 4件であった。詳しくは，

DPR（2010），木下（2007）（2010），佐藤編

（2007），稲見（2008），森（2011）などを参照。
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